
建設工事随意契約締結状況（４月から９月まで）　※予定価格（税込）が２５０万円を超える建設工事

商号又は名称 住所 工事名 場所 種別 概要

1 総務防災課
三晃金属工業
株式会社

東京都港区芝浦４－
１３－２３

深谷市役所本庁
舎太陽光発電設
備出力制御装置
の設置

深谷市仲町地内
発電変電設備
工事

東京電力パワーグリッド株
式会社から５０KW以上の
太陽光発電装置を設置し
ている事業所について
は、出力制御装置を新た
に設置することが義務付
けられた。

令和7年5月26日 令和7年9月30日 3,100,000

既存の太陽光発電装置を設置す
るため、設備を構築、資料等を保
管し本庁舎太陽光発電装置の施
行をおこなった業者を選定

2号

2 市民課
（株）宮本工業
所

富山県富山市奥田新
町１２－３

深丘園火葬炉設
備修繕

深丘園
火葬炉修繕一
式

１台車ブロック交換(1号～
6号炉)、動物炉

２..コンパウンドセット部品
交換

３.排気ファンＩＮＶ更新（１
系～４系列）

４.断熱扉リミットスイッチ交
換(1号～6号炉)、動物炉

５.棺台車油圧パッケージ
交換（１台）

６.主燃バーナーコンバス
ター修繕（４号炉）

令和7年10月10日 令和7年11月28日 10,230,000

火葬炉は、多数の部位に特許事
項が存在する特殊設備である。
修繕依頼予定の（株）宮本工業所
は、深丘園の火葬炉設備の製造
者・設置者・管理者（指定管理者
メンバー）であり、当該設備に関
する特許事項の権利者である。
修繕項目については、指定管理
内業務の保守点検により修繕計
画を立案したものであり、また、施
設としての特殊性を熟知してお
り、既存設備との連携において
も、円滑に行うことができる業者
である。

2号

3 こども青少年課

古郡・鈴木特定
建設工事共同
企業体

深谷市稲荷町2丁目
10番6号　ほか

（仮称）深谷市こど
も館入退管理シス
テム等設置工事

深谷市仲町地内 建築
入退館の管理システム及
び、ゲートや券売機等の
導入設置等

令和7年5月28日 令和8年3月31日 36,300,000

深谷市幼稚園・こども館複合施設
建設工事に接続して施工するも
ので、工事の性質上、現在契約
履行中の者に施工させた方が、
現場管理費及び一般管理費等に
おいて安価に計上でき、経費の
削減ができるなど有利と認められ
る。
　また、同一の施工者による一貫
した施工となることで、不具合や
欠陥が見つかった場合などの瑕
疵担保責任の範囲が明確になる
ため。

6号

契約額（税込）
（円）

契約の相手方を選定した理由
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
の該当号

No. 担当課名

契約の相手方 工事名等

工事着手時期 工事完成時期



建設工事随意契約締結状況（４月から９月まで）　※予定価格（税込）が２５０万円を超える建設工事

商号又は名称 住所 工事名 場所 種別 概要

契約額（税込）
（円）

契約の相手方を選定した理由
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
の該当号

No. 担当課名

契約の相手方 工事名等

工事着手時期 工事完成時期

4 水道工務課
荏原実業㈱関
東支社

さいたま市浦和区岸
町７－１－４

深谷市水道事業
岡部浄水場ろ過ポ
ンプ及び配水ポン
プ改良工事(R7)

深谷市岡部地内 機械器具設置
No.4ろ過ポンプ、配水ポン
プ（上柴No.3、榛沢No.3、
本郷No.2）改良工事　一式

令和7年6月6日 令和8年3月31日 39,600,000

左記業者は当該設備の製造者の
代理店であることから、履行期間
の短縮、経費の節減に加え、円
滑かつ適正な履行の確保を図る
ことができるため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第6号

5 水道工務課
深谷市指定水
道工事店協同
組合

深谷市岡部1086
深谷市水道事業
給水管布設替工
事（6-1工区）

深谷市東方地内 管工事 給水管布設替工事　86件 令和7年8月6日 令和8年1月30日 31,900,000

市内の水道事業者で構成されて
いる協同組合であり、過去の給水
管布設替工事においても十分な
施工実績もあり、水道施設漏水
修繕等に関する業務委託を締結
し、緊急時にも迅速に対応できる
ため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第6号

6 水道工務課
昱㈱北関東支
店

さいたま市大宮区桜
木町1-11-9

深谷市水道事業
新仙元山配水場
直流電源盤改良
工事

深谷市人見地内 電気
直流電源盤蓄電池交換
一式

令和7年8月18日 令和8年3月13日 4,488,000

左記業者は当該設備の設置者で
あり製造者の代理店であることか
ら、円滑かつ適正な履行の確保
を図ることができるため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

7 水道工務課
有限会社大野
建興

深谷市武蔵野460

深谷市水道事業
配水管布設替工
事（更新７－５工
区）

深谷市稲荷町2丁
目地内ほか

土木一式
総工事延長　L=267.17m
PEPφ100　L=54.90m，
PEPφ75　L=212.27m

令和7年8月26日 令和8年2月13日 25,190,000

左記業者は道路改良工事の受注
者であり、道路事業に併せて配水
管布設替工事を一体的に整備す
ることで、土工費等の削減や工期
の短縮が図られるため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第6号

8 水道工務課
昱㈱北関東支
店

さいたま市大宮区桜
木町1-11-9

深谷市水道事業
新仙元山配水場
配水ポンプ盤イン
バータ装置更新工
事

深谷市人見地内 電気

No.1配水ポンプ盤イン
バータ装置更新、No.2配
水ポンプ盤インバータ装
置更新

令和7年9月3日 令和8年8月28日 44,000,000

左記業者は当該設備の設置者で
あり製造者の代理店であることか
ら、円滑かつ適正な履行の確保
を図ることができるため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第6号
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契約額（税込）
（円）

契約の相手方を選定した理由
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
の該当号

No. 担当課名

契約の相手方 工事名等

工事着手時期 工事完成時期

9 下水道工務課

㈱日立プラント
サービス　関東
支店

さいたま市大宮区宮
町2-35大宮MTビル5
階

深谷市浄化セン
ターNO.1-3最初沈
殿池スカムスキ
マー改良工事

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

NO.1-3最初沈殿池スカム
スキマー改良工　１式

令和7年6月9日 令和8年3月31日 18,700,000

深谷市浄化センターNO.1-3最初
沈殿池スカムスキマー改良工事
を実施するためには、特殊部品
の製造及び交換を行う必要があ
り、現設備の機器状況を熟知して
いる左記業者以外では、対応で
きないため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

10 下水道工務課

㈱ウォーター
エージェンシー
埼玉オペレー
ションセンター

さいたま市中央区鈴
谷7-10-25

深谷市浄化浄化
センター 自家発電
設備修繕

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

自家発電設備修繕 一式 令和7年7月10日 令和8年3月31日 18,150,000

非常用自家発電設備の修繕は、
原動機の分解点検や制御装置の
点検など専門知識・技能を要する
重作業です。また、浄化センター
の運転と並行して行う必要がある
ため、作業スケジュールの調整が
不可欠です。そのため、日常の点
検を行っており、専門の知識があ
り、緊急対応も可能な左記業者以
外では、対応できないため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

11 下水道工務課

㈱ウォーター
エージェンシー
埼玉オペレー
ションセンター

さいたま市中央区鈴
谷7-10-25

深谷市浄化浄化
センター NO.1汚水
ポンプ改良工事

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

NO.1汚水ポンプ改良工事
一式

令和7年7月28日 令和8年3月31日 15,994,000

NO.1汚水ポンプ改良工事のため
には、現場の設備・機器状況を熟
知している必要があり、浄化セン
ターの運転管理と並行して行う必
要があるため、浄化センターの管
理を受託している先業者以外で
は、対応できないため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

12 下水道工務課
川本技研工業
㈱

深谷市荒川86
畠山地区処理施
設改修工事

深谷市畠山地内 水道施設

畠山地区処理施設改修工
事（土木工事、建築工事、
機械設備工事、電気設備
工事） 一式

令和7年8月8日 令和8年3月31日 38,500,000

一般競争入札を執行したが、予
定価格の範囲内での応札がなく
不調となったため、応札者である
左記業者を選定した。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第8号

13 下水道工務課

㈱ウォーター
エージェンシー
埼玉オペレー
ションセンター

さいたま市中央区鈴
谷7-10-25

深谷市浄化セン
ターNO.1・NO.2沈
砂移送ポンプ改良
工事

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

NO.1・NO.2沈砂移送ポン
プ改良工事一式

令和7年8月15日 令和8年3月31日 8,580,000

NO.1・NO.2沈砂移送ポンプ改良
工事のためには、現場の設備・機
器状況を熟知している必要があ
り、浄化センターの運転管理と並
行して行う必要があるため、浄化
センターの管理を受託している先
業者以外では、対応できないた
め。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号



建設工事随意契約締結状況（４月から９月まで）　※予定価格（税込）が２５０万円を超える建設工事

商号又は名称 住所 工事名 場所 種別 概要

契約額（税込）
（円）

契約の相手方を選定した理由
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
の該当号

No. 担当課名

契約の相手方 工事名等
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14 下水道工務課

㈱ウォーター
エージェンシー
埼玉オペレー
ションセンター

さいたま市中央区鈴
谷7-10-25

深谷市浄化セン
ターNO.1・NO.2軸
封水ポンプ改良工
事

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

NO.1・NO.2軸封水ポンプ
改良工事 一式

令和7年8月19日 令和8年3月31日 3,025,000

NO.1・NO.2軸封水ポンプ改良工
事のためには、現場の設備・機器
状況を熟知している必要があり、
浄化センターの運転管理と並行し
て行う必要があるため、浄化セン
ターの管理を受託している先業者
以外では、対応できないため。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

15 下水道工務課

㈱ウォーター
エージェンシー
埼玉オペレー
ションセンター

さいたま市中央区鈴
谷7-10-25

深谷市浄化セン
ターNO.1・NO.2雑
用水揚水ポンプ改
良工事

深谷市上敷免地
内

機械器具設置
工事

NO.1・NO.2雑用水揚水ポ
ンプ改良工事一式

令和7年8月19日 令和8年3月31日 3,685,000

NO.1・NO.2雑用水揚水ポンプ改
良工事のためには、現場の設備・
機器状況を熟知している必要が
あり、浄化センターの運転管理と
並行して行う必要があるため、浄
化センターの管理を受託している
先業者以外では、対応できないた
め。

地方公営企業法施
行令第21条の13第
1項第2号

16 建築住宅課
有限会社川島
機工設備

埼玉県深谷市緑ケ丘
25-13

深谷市消防本部
温水ヒーター更新
工事

深谷市上敷免地
内ほか

管工事
深谷市消防本部における
温水ヒーターの更新工事
一式

令和7年6月19日 令和7年10月31日 7,590,000

一般競争入札を執行したが、予
定価格の範囲内での応札がなく
不調となったため、応札者である
左記業者を選定した。

8号

17 建築住宅課 株式会社観水
埼玉県深谷市柏合６
８１－１

Ｒ７市営宿根住宅
６３－２号棟配管
等改修工事（１期
工事）

深谷市宿根地内 管工事

市営宿根住宅６３－２号棟
における配管等改修工事
（建築工事、機械設備工
事、電気設備工事）一式

令和7年9月8日 令和8年3月31日 72,930,000

一般競争入札を執行したが、予
定価格の範囲内での応札がなく
不調となったため、応札者である
左記業者を選定した。

8号
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工事着手時期 工事完成時期

18 区画整理課
古郡・鈴木特定
建設工事共同
企業体

深谷市稲荷町2丁目
10番6号　ほか

国済寺土地区画
整理事業　調整池
放流渠布設工事

深谷市国済寺地
内

管渠推進工事

泥土圧推進工　一式、立
坑工　一式、立坑付帯工
一式、ﾏﾝﾎｰﾙ工　一式、
地盤改良工　一式、開削
管渠工　一式、既設構造
物撤去・復旧工　一式、交
通誘導警備員　一式

令和7年7月9日 令和8年3月31日 61,930,000

　本工事は調整池整備工事の追
加工事となり、雨水管への放流渠
を新たに施工するもので、一般競
争入札で単独に本工事を発注し
た場合の最低制限価格や、本工
事が低入札となった場合の調査
限界価格、更には調整池整備工
事の変更契約の増工とした場合
よりも安価に契約が可能であるた
め、現在契約履行中の者に施工
させた方が、経費の削減ができ、
有利と認められるため。
　また、同一の施工者による一体
施工により契約不適合責任の明
確化や、調整池整備工事の敷地
を活用し施工することで、手戻り
無く効率的な施工が可能となり、
両工事の合理的な施工が図られ
るため。

6号

19 教育施設課
古郡建設株式
会社

深谷市稲荷町2-10-6
上柴中学校トイレ
洋式化改修工事
（Ⅱ期工事）

深谷市上柴町西２
丁目地内

建築工事

上柴中学校におけるトイレ
洋式化改修工事（建築工
事、電気設備工事、機械
設備工事）　一式

令和7年5月13日 令和7年2月13日 125,070,000

一般競争入札を執行したが、予
定価格の範囲内での応札がなく
不調となったため、応札者である
左記業者を選定した。

8号

20 教育施設課
ビソー工業株式
会社

さいたま市西区西新
井505-121

深谷市幼稚園・こ
ども館複合施設機
械警備設置工事

深谷市仲町地内 電気設備工事
深谷市幼稚園・こども館複
合施設における機械警備
設置工事　一式

令和7年6月20日 令和8年2月27日 3,190,000

既設の警備システムと密接不可
分の関係にあり、ビソー工業（株）
以外の者に施工させた場合、警
備システムの使用に著しい支障
が生じるおそれがあるため。

2号

21 教育施設課
古郡建設株式
会社

深谷市稲荷町2-10-6
藤沢中学校トイレ
洋式化改修工事
（Ⅰ期工事）

深谷市人見地内 建築工事

藤沢中学校におけるトイレ
洋式化改修工事（建築工
事、電気設備工事、機械
設備工事）　一式

令和7年5月13日 令和7年2月13日 99,440,000

一般競争入札を執行したが、予
定価格の範囲内での応札がなく
不調となったため、応札者である
左記業者を選定した。

8号
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契約額（税込）
（円）

契約の相手方を選定した理由
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
の該当号

No. 担当課名

契約の相手方 工事名等

工事着手時期 工事完成時期

22 教育施設課
株式会社吉田
電気工事

深谷市畠山1646
深谷公民館高圧
設備更新工事

深谷市仲町地内 電気設備工事

深谷公民館高圧設備更新
工事（高圧引込ｹｰﾌﾞﾙの
更新、高圧気中開閉器等
の更新、高圧真空遮断器
等の更新）　一式

令和7年7月30日 令和8年2月27日 5,720,000

一般競争入札を執行したが、最
低制限価格以下での入札となり、
不調であったため、価格内容の
調査を実施し、工事履行が可能
な入札者を選定した。

8号

23 文化振興課
株式会社中嶋
建設

埼玉県深谷市上野台
２５３９

Ｒ７花園文化会館
アドニス舞台機構
設備等改修工事

深谷市小前田地
内「花園文化会館
アドニス」

建築工事

Ｒ６からの花園文化会館
アドニス舞台機構設備等
改修工事に関連する吊物
引きロープ交換工事、電
動昇降機改修工事

令和7年5月1日 令和8年3月31日 94,600,000
令和６年度からの舞台機構設備
等改修工事に連動する後工事の
ため

6号

※随意契約の内容については、各発注所属にお問い合わせください。


